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申告相談会場
町中央公民館　２階　大会議室
申告期間
２月16日（木）～３月15日（木）（土、日を除く）

そろそろ町県民税の申告の時期がやってきます。
申告が必要かどうか調べてみましょう。
町県民税は、前年（平成 23年１月～ 12月）の
所得（収入から必要経費などを差し引いた金額）
に基づき計算される、県や町に納める税金です。

平成24年1月1日時点で
大津町に住んでいる

平成24年1月1日時点で町に住んで
いる親族の税の扶養になっている

平成23年に給与収入があって
年末調整も終わり、平成24年1月1日
時点でその会社に在籍している

給与以外に年金や報酬などの
所得がある（20万円以下）

平成23年中に収入があった
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町県民税申告相談会場へ

町県民税の申告は不要です

税務署か申告相談会場へ
「確定申告書」を税務署に提出すれば、資料
は役場に送付されますので、町県民税の申
告は必要ありません。

平成24年1月1日時点に
住んでいる場所で
申告してください
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町県民税の申告の準備はお早めに！
◦問い合わせ　役場税務課　☎（293）3117

◦問い合わせ　役場企画課　企画政策係　☎（293）3118

▶給与の年収が 2,000 万円を超える人
▶給与を２カ所以上からもらっている人
▶給与所得、年金以外の所得金額(※)が20万円を超える人
　（20万円以下の人は町県民税申告が必要です）
▶土地・建物などの譲渡所得がある人
▶生命保険（死亡・満期）受取による所得がある人
▶昨年マイホームを住宅ローンで購入した人で、
　住宅借入金等特別控除を受ける人
▶多額の医療費を払って所得税の還付を請求する人など
　（高額療養費などの払い戻しがある場合はその手続き
　が終わってから申告をしてください）
※　「年金を受けている人の確定申告」をご覧ください

確定申告が必要な人

■応募締切	 １月 31日（火）必着
■応募方法	 住所、氏名、年齢、希望の番号、広報おおづに対するご意見を記入してご応募ください。
■当選者発表	 当選の発表は賞品の発送をもってかえます。
■あて先	 〒 869―1292（住所不要）　大津町役場

	 	 菊池地域 4市町「わがまち自慢」
	 	 プレゼント係

プレゼント
①菊池市　四季の里旭志ペア温泉入浴券（２枚１組）　２人
②合志市　ユーパレス弁天温泉入浴券（２枚１組）　２人
③大津町　からいも（5㎏）　１人
④菊陽町　菊陽町総合交流ターミナル「さんふれあ」
　　　　　さんさんの湯入浴券（２枚１組）　２人

菊池地域４市町

年金を受けている人の確定申告

「わがまち自慢」プレゼント

「わがまち自慢」プレゼント

応募して
プレゼン

トを

ゲット
しよう !

新春
企画

申告
◦問い合わせ　役場企画課　企画政策係　☎（293）3118

国勢調査　大津町の人口は 31,234 人！国勢
調査

　平成 23年分の確定申告から、公的年金などの収
入金額の合計額が 400 万円以下で、公的年金など
に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下である
場合には、所得税の確定申告書の提出は不要にな
りました。
　所得税の確定申告書を提出しない場合でも、住
民税の申告は必要です。医療費控除などによる所
得税の還付を受けるために申告書を提出すること
は可能です。詳しくは、菊池税務署（☎ 0968（25）
2121）または役場税務課へお問い合わせください。
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順位 人口増加率
1 菊陽町 16.3％

2 大津町 7.3％

3 西原村 6.9％

4 合志市 6.5％

5 嘉島町 2.2％

6 熊本市 0.9％ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (%)100
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15～ 64歳

大津町の年齢 3区分別　人口割合の推移

０～ 14歳

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

平成22年（熊本県）

平成22年（全国）

65歳以上

所得税の確定申告が必要ですか？
※「確定申告が必要な人」をご覧ください

ネットで申告！ 国税電子申告・納税システム（e-Tax）を使うと税務署に行くことなく、申告・納税、法定調
書の提出ができます。　詳しくは、e-Tax ホームページ (http://www.e-tax.nta.go.jp) まで！
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